
別添 

 

2020-2022年度課題別研修「重症感染症などのアウトブレイク対応強化のため

の実地疫学（管理者向け）」に係る参加意思確認公募について 

 

独立行政法人国際協力機構九州センター（以下「JICA九州」という）は以下の業

務について、別紙のとおり参加意思確認書の提出を公募します。 

 

本業務は、開発途上国において感染症対策業務に従事している管理者クラスの人

材に対し、重症感染症のサーベイランスシステムの課題を抽出し、迅速かつ的確に

アウトブレイクの実態を把握し効果的な対応（封じ込め、診断・治療）につなげる

ための体制強化に向けた具体案が検討され、アクションプランとして取りまとめら

れることを目指した研修を行うものです。 

 

本業務の遂行にあたっては、独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター（以

下「特定者」という）を契約の相手先として、JICA所定の基準に基づき経費を積算

した上で契約を締結する予定です。 

 

特定者は、JICA九州所管地域において、感染症分野の研修実施の実績を有し、同

分野のアウトブレイク対応に関する知見が蓄積されています。また途上国の人材育

成の実績も豊富であり、保健医療に関しての幅広い関連機関や人的なネットワーク

を有する機関です。 

本研修の目標達成のため効果的な研修プログラムを提供できることから、以下の

「２ 応募要件」を満たし、本件業務を適切に実施し得る要件を備えていますが、

特定者以外の者で応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する

目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。 

 

１ 業務内容 

(1) 業務名 2020-2022年度 課題別研修 「重症感染症などのアウトブレイク

対応強化のための実地疫学（管理者向け）」研修委託業務 

(2) 業務内容：別紙 1「研修委託業務概要」のとおり。 

(3) 第 1次および第 2次研修コース実施期間（予定） 

2022年 2月中旬から 2022年 3月中旬まで（予定） 

※ 2020 年度分研修第 1 次は、新型コロナウイルス感染症感染拡大により

実施できなかったため 2022 年度に実施が振替られました。ついては、

2021年度に、第 1次（2020年度分）および第 2次（2021 年度分）の研

修を合同実施する計画です。 

(4) 第 1次および第 2次業務履行期間 

2021 年 12月中旬から 2022年 3月下旬まで（予定） 



２ 応募要件 

(1) 基本的要件： 

① 業務内容を遂行する法人としての能力を備え、実施体制を構築できる者。 

② 2020年度分研修および2021年度研修を１回目として受託し、2022年度本邦

研修についても同一案件を受託可能である者。初年度の業務実施状況に特

段の問題がない限り、年度毎に業務量・価格等を見直した上で随意契約を

行う予定です。（ただし、研修対象国の状況など、予期しない外部条件が

生じた場合を除く） 

 

(2) 資格要件等： 

①  公示日において、令和元・2・3年度全省庁統一資格の競争参加資格を有す

る者（以下「全省庁統一資格者」という）。 

なお、全省庁統一資格者でない者で参加意思確認書の提出を希望する者は、

必要な書類を提出することで、当機構における競争参加資格審査を受ける

ことができます。 

 

② 会社更正法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第

225号）の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していな

い者は、参加意思確認書を提出する資格がありません。 

 

③ 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」

（平成 20 年 10 月 1 日規程（調）第 42 号）に基づく契約競争参加資格停

止措置を受けていない者。具体的には以下のとおり扱います。 

・ 資格停止期間中に提出された参加意思確認書は、無効とします。 

・ 資格停止期間中に公示され、参加意思確認書の提出締切日が資格停止期間

終了後の案件については、参加意思確認書を受付けます。 

 

④ 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人である者。 

 

⑤ 競争から反社会的勢力を排除するため、参加意思確認書を提出しようとす

る者（以下、「提出者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、

および当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓

約する者。具体的には、参加意思確認書の提出をもって、誓約したものと

します。 

なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態

が生じた場合は、参加意思確認書を無効とします。 

 

ア．提出者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会

運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成



員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要

綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という）である。 

イ．役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律（平成 3年法律

第 77 号）第 2 号第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を

経過しないものである。 

ウ．反社会的勢力が提出者の経営に実質的に関与している。 

エ．提出者又は提出者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用

するなどしている。 

オ．提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、

運営に協力し、若しくは関与している。 

カ．提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこ

れを不当に利用するなどしている。 

キ．提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき

関係を有している。 

ク．その他、提出者が東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54

号）又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行

っている。 

 

(3) その他の要件： 

①  2020年度から 2022年度までに毎年度本コースを受託可能である者（なお、

2022 年度以降、同一年度内に 2 回実施する可能性があります。その場合、

業務名の末尾には識別用のアルファベットが付与されます）。2020年度およ

び 2021年度コースを受託した者とは、業務実施状況に特段の問題がない限

り、業務量、価格等を年度ごとに見直したうえで、2022 年度コースまで随

意契約を行う予定である。（ただし、研修対象国の状況など予期しない外部

条件の変化が生じた場合を除く） 

② 業務を統括するための統括責任者を選任し、当機構担当者と密接な連絡を

保ちつつ、研修委託業務が円滑に進むような体制を構築できる者。 

③ 研修コースを九州で実施することができる者。但し、一部日程をその他の

地域で実施する事は差し支えない。 

 

３ 手続きのスケジュール 

(1)参加意思確

認申請書の提出 

提出期間 
2021年 6月 28日（月）午前 10 時から 

同年 7月 12日（月）午後 4時まで 

提出場所 

JICA九州研修業務課 

〒805-8505 

福岡県北九州市八幡東区平野 2-2-1 



提出書類 

・参加意思確認書（別紙 2） 

・同書 ２ 応募要件 に記載の各事項を証

明する資料 

提出方法 持参又は郵送（書留としてください） 

(2)審査結果の

通知 

通知日 2021年 7月 14日（水） 

通知方法 

参加意思確認書の提出者：郵送 

特定者：JICA九州ウェブサイト「調達情報」

「公告・公示情報」「研修委託契約」で公開。 

(3)応募要件無

しの理由請求 

請求場所 JICA九州 研修業務課 

請求方法 持参又は郵送（書留としてください） 

請求期限 2021年 7月 20日（火） 

回答予定日 2021年 7月 21日（水） 

回答方法 郵送 

 

４ その他 

(1) 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等は無効とします。 

(2) 参加意思確認書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

(3) 提出された参加意思確認書等は返却しません。 

(4) 機構は提出された参加意思確認書等を、参加意思確認書等の審査の目的以

外に提出者に無断で使用しません。 

(5) 提出期限以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めません。 

(6) 審査の結果、応募要件を満たさなかった者は、書面によりその理由につい

て説明を求めることができます。（上記３（３）を参照ください。） 

(7) 公募の結果、応募要件を満たす者がない場合は、特定者との随意契約手続

きに移行します。また、応募要件を満たす者がいる場合は、指名競争入札

（総合評価落札方式）または指名による企画競争を行います。その場合の

日時、場所等の詳細は、応募要件を満たす者及び特定者に対して、別途連

絡します。 

(8) 予算その他機構の事情により、当該手続きを中止する場合があります。 

(9) 手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

(10) 契約保証金：免除 

(11) 共同企業体の結成：認めない 

(12) 当機構の契約競争関連規定は、当機構ウェブサイトの｢調達情報｣（URL：

http://www.jica.go.jp/announce/index.html）にて公開中。 

(13) 情報の公開について： 

本公示により、公募参加確認書を提出する者については、その法人・団体

名を契約情報として当機構ウェブサイト上に公表しますので、予めご承知

下さい。また、本公示により契約に至った契約相手方と契約に関する情報

を当機構ウェブサイト上に公表しますので、必要な情報を当機構へ提供す

http://www.jica.go.jp/announce/index.html


ること及び情報を公表することに同意の上で、参加意思確認書の提出及び

契約の締結についてご理解をお願いいたします。 

具体的には、参加意思確認書の提出をもって本件情報の公開について同意

されたものとします。 

以 上 

 

別紙 1：研修業務委託概要 

別紙 2：公募参加確認書 

別紙 3：誓約書 

別紙 4：資格審査申請書 

  



別紙 1 

 

2020-2022年度課題別研修「重症感染症などのアウトブレイク対応強化のための

実地疫学（管理者向け）」研修委託業務概要 

 

１． 当該研修コースの概要 

（１）コース名 

  2020-2022年度課題別研修 

   「重症感染症などのアウトブレイク対応強化のための実地疫学（管理者向け）」 

 

（２）案件概要 

 近年、経済・社会のグローバル化が進む中で、ヒト・動物・物資 の移動

の頻度、速度が高まり、感染症の地理的な拡散が短時間に発生している。ま

た、薬剤に対して耐性をもつ細菌やウイルス等の出現等により、新興・再興

感染症の脅威が増している。 

 実際、高病原性鳥インフルエンザ（1997）、重症急性呼吸器症候群 SARS

（2003）、エボラウイルス病（2014）、新型コロナウイルス（2019）などの新

興・再興感染症のアウトブレイクが発生している。 

 このように、国際的に脅威となる感染症の拡大が問題とされる中、 各国が

グローバルレベルで連携した対策として、国際保健規制（IHR）の促進や、

新興感染症のアウトブレイクへの対応を強化することが急務となっている。  

 サーベイランスシステムの構築、アウトブレイク等の緊急時の体制整備、

それを支える実地疫学の視点をもつ人材の育成は、日本を含めて世界共通の

課題といえる。 

 本研修では、保健省、公衆衛生研究所、州の疾病対策関連部署に所属する

管理者クラスの職員を対象に、実地疫学における①アウトブレイクの存在確

認、②効果的な感染対策の実施、③アウトブレイクの概要把握のための疫学

調査、④感染リスク評価のための疫学調査、⑤仮説以外の機序の発症考察に

関する講義・ケーススタディ、⑥対応策の検討を行う。これにより、自国に

おける疾病サーベイランス体制の課題を抽出し、アウトブレイク時の迅速か

つ的確な実態把握及び、コホーティング、診断および治療での効果的な対応

を具体化することを目的とする。 

 

（３）研修の目的 

自国における重症感染症のサーベイランスシステムの課題を抽出し、迅速か

つ的確にアウトブレイクの実態を把握し効果的な対応（コホーティング、診

断・治療）につなげるための体制強化に向けた具体案が検討され、アクショ

ンプランとして取りまとめられる。 

 



（４）研修の到達目標（単元目標） 

① 感染症対策におけるアウトブレイク対策総論と国際保健規則（IHR）順守

の重要性について理解する。 

② 実地疫学の基礎について、特に感染対策に重点を置いて理解する。 

③ 感染症サーベイランスの基礎について理解する。 

④ アウトブレイク調査手法の基礎について理解する。 

⑤ ケーススタディを通じて様々な感染症のアウトブレイク対策を理解する。 

⑥ 日本の感染症サーベイランスシステム（制度面、自治体の役割や活動を含

む）の全容について理解する。 

⑦ 上記①～⑥を基に自国におけるサーベイランスシステム強化、アウトブレ

イク対応強化（コホーティング、診断・治療体制整備等）に結びつける方

法を検討する。 

 

（５）研修内容 

① 研修項目 

本コースのカリキュラム構成は、概ね以下の項目からなる。応募時に提出さ

れるジョブレポートにおいて抽出された課題・問題点を念頭に置き、遠隔研修

の講義で学んだことについて自身で考え、自国の課題を解決するためのアクシ

ョンプランを策定することを基本プロセスとする。研修終了後、研修員はアク

ションプラン精査・最終化し、重症感染症のサーベイランス強化およびアウト

ブレイク対応強化の課題に沿ったアクションプランを実行化することを目指

す。 

１） 事前課題の発表 

- レポートの発表・ディスカッション 

２） 感染症対策と国際健康安全保障に係る潮流 

３） サーベイランスおよび実地疫学の基礎（事例やケーススタディには薬

剤耐性、人獣共通感染症、新型コロナ感染症などを含む。） 

４） 日本の感染症サーベイランスシステムの概要 

５） 日本の地方自治体の役割と活動の紹介 

６） 米国 CDC Field Epidemiology Manual より、データ収集と管理のため

のテクノロジー使用法 

７） 紛争領域を視野に入れた国境を越えたコラボレーション Cross-border 

collaboration 

８） 家畜用抗菌薬使用による動物から人間への薬剤耐性菌伝播、感染症対

策教育 

９） アクションプランの作成（作成指導、発表会、討論） 

  

 

 



②  研修方法 

 プログラムは英語で実施する。通訳が必要な場合は、JICA が別途コースに配

置する研修監理員がこれを行う。 

 2021 年度については、新型コロナウイルス感染症の収束の兆しはいまだ見え

ないことから、全ての研修は遠隔研修の実施を基本とする。遠隔研修の形式は、

①任意日時のオンデマンド講義/自己学習型（講義中心）、②指定日時のオンライ

ブ講義/生中継型（質疑応答を含む双方向型の講義・討議・課題発表）のいずれ

かまたは両方の組み合わせとする。 

 

１）講義： 

 テキスト・レジュメ等を準備し、遠隔研修に必要な視聴覚教材（動画や PPT

および手持ち教材 PDF）を作成して、遠隔研修下での研修員の理解を高め

るよう工夫する。 

２）演習： 

講義との関連性を重視し、遠隔研修においても可能な演習を適宜組み入れ、

テキストを参照しながら講義で学んだ内容の確認と応用力を養えるように

工夫し、研修後の実務により役立つことを目指す。 

３）レポート作成・発表： 

各レポートの作成・発表にあたっては、各研修員の問題意識について研修

員・日本側関係者間で相互理解を深めるよう配慮し、あわせて研修後の問

題解決能力を高めるよう努める。 

 

（５）研修員 

① 定員 

2020年度および 2021年度研修合同実施 ：14名 

＊各年度 12名定員であるが、合同実施かつ遠隔研修のため計 14名で調整。 

2022年度    ：12名 

＊応募状況及び選考結果により数名増減の可能性あり。 

② 研修対象国 

年度 対象国 

2020 フィリピン、スーダン、ガーナ、ケニア、マラウイ、ナイジェ

リア、ウガンダ、マダガスカル、コンゴ民主共和国、南スーダ

ン 

2021 フィリピン、スリランカ、サモア、トルコ、ガーナ、ケニア、

ウガンダ、ブルキナファソ、マダガスカル、コンゴ民主共和国、

アルバニア 

2022 調整中 

 

③ 対象組織 



保健省、公衆衛生研究所、州の疾病対策関連部署 

④ 対象人材 

 対象組織の管理者クラスの職員 

 Filed Epidemiology Training Program (FETP) の経験を有し、感染症対

策に従事している者 

 感染症の予防管理もしくは疫学調査の経験を有する者 

 

（６）研修期間 

2年間（2020 年度～2022年度分）にわたって実施。 

第 1次（2020 年度）：2022年 2月中旬から 2022年 3月中旬まで（予定） 

第 2次（2021 年度）：2022年 2月中旬から 2022年 3月中旬まで（予定） 

第 3次（2022 年度）：2022年４月中旬から 2023年 3月中旬まで（予定） 

 

＊第 1次および第 2次コースは合同実施を行う。 

＊第 3次（2022 年度）研修は新型コロナ感染症の状況次第では、来日研修

もあり得る。 

 

なお、事前準備・事後整理期間として、技術研修期間の前に約 1～2ヶ月、同期

間の後に約 2ヶ月を加える。ただし同期間は会計年度を超えないものとする。 

 

２． 業務の範囲及び内容 

（１）研修実施全般に関する事項 

① 日程・研修カリキュラムの作成・調整 

② 研修実施に必要な経費の見積もり及び経費処理 

③ 研修実施要領の確認（評価項目・評価基準の策定） 

④ 教材・テキストの翻訳・印刷製本（使用言語が英語の場合） 

⑤ 遠隔講義用動画・教材の作成 

⑥ 遠隔研修配信に係るツールの遠隔研修ツールの選択と運用 

⑦ 遠隔研修における著作権の権利処理 

⑧ コース評価要領の作成 

⑨ 研修員選考会への参加 

⑩ JICAその他関係機関との連絡・調整 

⑪ 研修監理員との調整・確認 

⑫ コースオリエンテーションの実施 

⑬ 研修の運営管理とモニタリング 

⑭ 研修員の技術レベルの把握（個別面接の実施等） 

⑮ 各種発表会の実施 

⑯ 研修員作成の各種レポートの分析・評価 

⑰ 研修員からの技術的質問への回答 



⑱ 評価会への出席、実施補佐 

⑲ 開・閉講式への出席、実施補佐 

⑳ 反省会への出席 

21 講義、演習の評価 

 

（２）講義（演習・実習）の実施に関する事項 

① 講師の選定・確保 

② 講師への講義依頼文書の発出 

③ 講義室及び使用資機材の確認 

④ 講義テキスト、資機材、参考資料の準備・確認 

⑤ 講義等実施時の講師への対応 

⑥ 講師謝金の支払い 

⑦ 講師への旅費及び交通費の支払い 

⑧ 講師（乃至所属先）への礼状の作成・送付 

 

（３）見学（研修旅行）の実施に関する事項 

① 見学先の選定・確保と見学依頼文書乃至同行依頼文書の作成・送付 

② 見学先への引率 

③ 見学謝金等の支払い 

④ 見学先への礼状の作成と送付 

 

（４）留意事項 

 JICAは研修実施に関し、必要に応じ英語の研修監理員を 1名配置する。

研修監理員は講義及び演習・実習、並びに見学・研修旅行時の通訳を兼務

する。研修員及び同行者の研修旅行の手配についても JICA を通じて行う。 

 

３．本業務に係る報告書の提出 

 本業務の報告書として、業務完了報告書、経費精算報告書を各１部ずつ、業務

完了後速やかに提出する。 

 

４．その他 

（１）JICA は、研修実施の運営にかかる事務手続き関連業務を、別途団体等に委

託して実施予定である。研修実施にあたっては、受注者は必要に応じ団体等

との調整を行うものとする。 

（２）本業務概要は予定段階のものであり、詳細については変更される可能性もあ

る。 

以 上 


